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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 15年 9月 18日 (2003.9.18)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
公 開 鍵 基 盤 に お け る 、 登 録 機 関 側 装 置 と 発 行 機 関 側 装 置 と に よ る 公 開 鍵 証 明 書 の 生 成 方 法
で あ っ て 、
前 記 登 録 機 関 側 装 置 は 、 公 開 鍵 証 明 書 へ の 登 録 内 容 と 、 当 該 登 録 内 容 の う ち 当 該 登 録 機 関
側 装 置 が 保 証 す る 情 報 と 、 を 添 付 し た 証 明 書 発 行 依 頼 を 、 前 記 発 行 機 関 側 装 置 に 送 り 、
前 記 発 行 機 関 側 装 置 は 、 前 記 証 明 書 発 行 依 頼 に 記 載 さ れ た 前 記 登 録 内 容 と 、 前 記 登 録 機 関
が 保 証 す る 情 報 と 、 当 該 発 行 機 関 で の 発 行 内 容 と 、 当 該 発 行 内 容 に 対 す る 署 名 と か ら な る
公 開 鍵 証 明 書 を 生 成 す る
こ と を 特 徴 と す る 公 開 鍵 証 明 書 の 生 成 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
請 求 項 １ 記 載 の 公 開 鍵 証 明 書 の 生 成 方 法 で あ っ て 、
前 記 公 開 鍵 証 明 書 に 記 載 さ れ る 情 報 を 指 定 す る 識 別 子 を 予 め 定 め 、
前 記 登 録 機 関 側 装 置 は 、 前 記 登 録 機 関 側 装 置 が 保 証 す る 情 報 に 対 す る 署 名 と 、 前 記 保 証 す
る 情 報 を 指 定 す る 識 別 子 と を 、 前 記 登 録 機 関 側 装 置 が 保 証 す る 情 報 に 含 め る
こ と を 特 徴 と す る 公 開 鍵 証 明 書 の 生 成 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
請 求 項 １ 記 載 の 公 開 鍵 証 明 書 の 生 成 方 法 で あ っ て 、
前 記 登 録 機 関 側 装 置 は 、 当 該 登 録 機 関 が 保 証 す る 情 報 に ハ ッ シ ュ 関 数 を 作 用 さ せ た ハ ッ シ
ュ 値 を 求 め 、 当 該 ハ ッ シ ュ 値 に 対 す る 署 名 を 生 成 し 、 前 記 ハ ッ シ ュ 値 と 前 記 署 名 と を 、 前
記 登 録 機 関 が 保 証 す る 情 報 に 含 め る
こ と を 特 徴 と す る 公 開 鍵 証 明 書 の 生 成 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
請 求 項 １ に 記 載 さ れ た 公 開 鍵 証 明 書 の 生 成 方 法 に 従 っ て 生 成 さ れ た 公 開 鍵 証 明 書 の 検 証 方
法 で あ っ て 、
検 証 者 側 装 置 は 、 前 記 公 開 鍵 証 明 書 全 体 に 対 し て 付 与 さ れ た 前 記 発 行 機 関 の 署 名 と 、 前 記
登 録 機 関 の 署 名 と を 検 証 し 、
前 記 登 録 機 関 側 装 置 が 署 名 し た 登 録 内 容 と 前 記 発 行 機 関 側 装 置 が 署 名 し た 発 行 内 容 と を 確



認 す る
こ と を 特 徴 と す る 公 開 鍵 証 明 書 の 検 証 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
請 求 項 ２ に 記 載 さ れ た 公 開 鍵 証 明 書 の 生 成 方 法 に 従 っ て 生 成 さ れ た 公 開 鍵 証 明 書 の 検 証 方
法 で あ っ て 、
検 証 者 側 装 置 は 、
前 記 識 別 子 に 従 い 、 前 記 登 録 機 関 が 署 名 対 象 と し た 情 報 を 公 開 鍵 証 明 書 か ら 取 得 し 、
取 得 し た 前 記 情 報 の ハ ッ シ ュ 値 を 求 め 、
前 記 登 録 機 関 が 保 証 す る 情 報 に 含 ま れ る 前 記 登 録 機 関 の 署 名 を 当 該 登 録 機 関 の 公 開 鍵 で 復
号 化 し 、
前 記 ハ ッ シ ュ 値 と 前 記 復 号 化 し た 値 と が 等 し い か ど う か を 調 べ 、 前 記 登 録 機 関 が 保 証 対 象
と す る 情 報 の 検 証 を 行 う
こ と を 特 徴 と す る 公 開 鍵 証 明 書 の 検 証 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
請 求 項 ３ に 記 載 さ れ た 公 開 鍵 証 明 書 の 生 成 方 法 に 従 っ て 生 成 さ れ た 公 開 鍵 証 明 書 の 検 証 方
法 で あ っ て 、
検 証 者 側 装 置 は 、
前 記 公 開 鍵 証 明 書 に 記 載 さ れ た 情 報 の ハ ッ シ ュ 値 を 求 め 、
前 記 登 録 機 関 が 保 証 す る 情 報 に 含 ま れ る ハ ッ シ ュ 値 と 、 前 記 求 め た ハ ッ シ ュ 値 と を 比 較 し
、
前 記 登 録 機 関 が 保 証 対 象 と す る 情 報 の 識 別 と 識 別 し た 情 報 の 検 証 と を 行 う
こ と を 特 徴 と す る 公 開 鍵 証 明 書 の 検 証 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
請 求 項 ４ に 記 載 さ れ た 公 開 鍵 証 明 書 の 検 証 方 法 で あ っ て 、
前 記 検 証 者 側 装 置 は 、
前 記 検 証 者 が 信 頼 す る 認 証 局 か ら 、 前 記 公 開 鍵 証 明 書 ま で の パ ス 構 築 と 当 該 パ ス の 検 証 を
行 い 、
前 記 公 開 鍵 証 明 書 に 記 載 さ れ た 、 前 記 登 録 機 関 の 署 名 を 、 当 該 登 録 機 関 の 公 開 鍵 で 検 証 し
、
前 記 検 証 者 が 信 頼 す る 前 記 認 証 局 か ら 前 記 登 録 機 関 の 公 開 鍵 証 明 書 ま で の パ ス 構 築 と 検 証
を 行 う
こ と を 特 徴 と す る 公 開 鍵 証 明 書 の 検 証 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
請 求 項 ７ に 記 載 の 公 開 鍵 証 明 書 の 検 証 方 法 で あ っ て 、
前 記 認 証 局 か ら 前 記 登 録 機 関 の 公 開 鍵 証 明 書 ま で の パ ス 構 築 に お い て 、
前 記 検 証 者 側 装 置 は 、
は 、 検 証 対 象 の 公 開 鍵 証 明 書 に 記 載 さ れ た 登 録 機 関 名 に 基 づ い て 、 当 該 発 行 機 関 側 装 置 の
公 開 鍵 証 明 書 デ ー タ ベ ー ス か ら 、 前 記 登 録 機 関 の 公 開 鍵 証 明 書 を 取 得 す る
こ と を 特 徴 と す る 公 開 鍵 証 明 書 の 検 証 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
請 求 項 ７ に 記 載 の 公 開 鍵 証 明 書 の 検 証 方 法 で あ っ て 、
前 記 認 証 局 か ら 前 記 登 録 機 関 の 公 開 鍵 証 明 書 ま で の パ ス 構 築 に お い て 、
前 記 検 証 者 側 装 置 は 、 前 記 検 証 対 象 の 公 開 鍵 証 明 書 の 拡 張 領 域 に 記 載 さ れ た 前 記 登 録 機 関
の 公 開 鍵 証 明 書 を 取 得 す る
こ と を 特 徴 と す る 公 開 鍵 証 明 書 の 検 証 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
請 求 項 １ に 記 載 さ れ た 公 開 鍵 証 明 書 の 生 成 方 法 に 従 っ て 生 成 さ れ た 公 開 鍵 証 明 書 の 失 効 方
法 で あ っ て 、
前 記 登 録 機 関 側 装 置 は 自 身 の 公 開 鍵 証 明 書 の 発 行 機 関 側 装 置 へ 証 明 書 失 効 要 求 を 送 付 し 、
前 記 発 行 機 関 側 装 置 は 、 前 記 証 明 書 失 効 要 求 を 受 け 取 り 、 前 記 登 録 機 関 の 公 開 鍵 証 明 書 を
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失 効 さ せ 、
前 記 登 録 機 関 側 装 置 が 登 録 を 行 っ た 公 開 鍵 証 明 書 を 失 効 さ せ る
こ と を 特 徴 と す る 公 開 鍵 証 明 書 の 失 効 方 法 。
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